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第1章 計画の基本方針 

第1節 計画の目的 

川口市地域防災計画は、本市の地域に係る災害について、予防計画、応急計画、復旧・復興計

画などに関する事項を定め、防災活動を総合的かつ計画的に実施することにより、市民の生命・

身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

 

 

第2節 計画の位置付け 

本計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき、川口市防災会

議が定めたものである。 

本計画は、内閣府に設置する中央防災会議が策定する防災基本計画、埼玉県地域防災計画、川

口市総合計画及び川口市国土強靱化地域計画、指定行政機関や指定公共機関が策定する防災業務

計画と整合を図るとともに、計画の内容については毎年度検討を加え、必要に応じて修正を行う。 

なお、災害対策基本法に定められている国、県、市の防災計画の体系は次のとおりである。 

 

 

 

図 災害対策基本法に定められた国・県・市の防災計画の体系 
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第3節 他計画との関連 

1. 他計画との整合及び連携 

本計画は、県が策定する地域防災計画及び指定行政機関・指定公共機関が策定する防災業務計

画と整合を図り、川口市国土強靭化地域計画や川口市業務継続計画（BCP）など、本市の他計画な

どにおける防災関係の対策とも相互に整合性を保ち、連携する。 
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第4節 計画の基本概念  

本市では、平成 28年（2016 年）4月に令和 7年（2025 年）を目標年次とした「第 5 次川口市総

合計画」を川口市自治基本条例の趣旨を尊重しつつ策定している。 

この計画における基本構想では、本市がめざすべき姿の一つとして『誰もが“安全で快適に暮

らせるまち”』を掲げており、基本計画においては、基本計画各論において『誰もが“安全で快適

に暮らせるまち”』の実現に向けた基本方針、施策及び目標指標も定められている。 

特に「さまざまな災害や犯罪などの脅威から市民を守るまちづくり」（基本計画各論 めざす姿

Ⅴ 施策 4）においては、「防災対策の充実」を施策の一つとするとともに、防災訓練参加者数を

106,490 人（令和 7年度）にする目標指標を設定している。 

 

【第 5次川口市総合計画】 

〇将来都市像 人と しごとが輝く しなやかでたくましい都市 川口 

〇めざす姿  誰もが“安全で快適に暮らせるまち” 

〇施策    さまざまな災害や犯罪などの脅威から市民を守るまちづくり 

 

〇基本方針 

あらゆる危機から市民の生命と財産を守るため、体制の充実・強化を図るとともに、市民の防

災・防犯意識を高め、市民と行政が一体となって危機に強いまちをつくります。 

 

〇主な取り組み（防災対策の充実） 

危機管理対応力の強化や避難所などの防災施設整備の推進といった「公助」に加え、自ら命を

守る「自助」や地域住民で助け合う「共助」による防災のまちづくりをさらに推進するため、地

震や水害等の大規模災害の発生を想定した防災訓練の実施や防災意識の啓発、自主防災組織への

支援といった取り組みを行います。 

 

このような考えのもと、本市の最上位計画である「第 5 次川口市総合計画」に示された防災に

関する基本方針等を踏まえ、本計画の基本概念を次のとおり設定した。 

 

【本計画の基本概念】 

「自助・共助・公助の連携により、誰もが安全に暮らせる防災のまちづくり」 

 

 

 

 

 

 


